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平
成
三
〇
年
六
月
二
九
日
、「
働
き

方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、

「
働
き
方
改
革
法
」
と
い
う
）
が
成

立
し
ま
し
た
。
成
立
ま
で
を
簡
単
に

振
り
返
る
と
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理

大
臣
を
議
長
と
す
る
「
働
き
方
改
革

実
現
会
議
」
に
お
い
て
議
論
し
た
内

容
が
平
成
二
九
年
三
月
二
八
日
に

「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
、
同
計
画
を
前
提
に
労

働
政
策
審
議
会
に
お
け
る
議
論
が
重

ね
ら
れ
た
後
、
労
働
政
策
審
議
会
の

平
成
二
九
年
九
月
一
五
日
付
け
答
申

を
受
け
て
、
厚
生
労
働
省
が
平
成
三

〇
年
四
月
六
日
に
働
き
方
改
革
法
案

を
国
会
に
提
出
し
、
今
般
、
成
立
に

至
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
間
、「
働
き
方
改
革
」
と
い
う

言
葉
は
流
行
語
の
ご
と
く
使
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
働
き
方
改

革
の
目
的
や
、
働
き
方
改
革
に
よ
り

実
務
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
に
周
知

さ
れ
て
い
な
い
側
面
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
経
営
層
や
法

務
・
人
事
担
当
者
を
中
心
に
理
解
し

て
お
く
べ
き
働
き
方
改
革
の
ポ
イ
ン

ト
を
解
説
い
た
し
ま
す
。

2006年慶應義塾大学大学院
修了、2007年弁護士登録

（東京弁護士会）。労働法を
中心とする企業法務全般や商
事訴訟を含む各種紛争を取り
扱う。

シティユーワ法律事務所
弁護士　宗形 徹也

押
さ
え
て
お
き
た
い

働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
の

①
知
っ
て
お
こ
う

働
き
方
改
革
の
考
え
方 ポ

イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

１

は
じ
め
に
―
働
き
方
改
革
と
は

特集

昨
今
の
経
済
・
社
会
環
境
の
変
化

に
伴
い
、
定
年
年
齢
の
引
上
げ
、
再

雇
用
制
度
の
整
備
、
勤
務
時
間
の
短

縮
、
休
暇
制
度
の
充
実
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
レ
ス
な
人
材
の
登
用
等
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
雇
用
・
労
働
習
慣
は
変

わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
国
会
の
働

き
方
改
革
関
連
法
成
立
は
、
職
場
に

お
け
る
多
様
な
働
き
方
を
理
解
す
る

き
っ
か
け
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

本
特
集
で
は
、
私
た
ち
の
働
く
環

境
づ
く
り
に
主
眼
を
置
き
、
す
べ
て

の
役
職
員
が
、
今
押
さ
え
て
お
き
た

い
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

（
本
誌
編
集
部
）
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大
き
な
転
換
期

働
き
方
改
革
は
、
時
間
軸
で
見
れ

ば
明
治
期
以
降
初
め
て
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
（
規
範
）
転
換
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
転
換
を
求
め
る
背
景
に

は
、
工
業
社
会
か
ら
サ
ー
ビ
ス
・
ソ

フ
ト
の
３
次
産
業
社
会
へ
の
変
化

や
、
明
治
以
来
増
え
続
け
た
人
口
が

一
気
に
反
転
す
る
人
口
減
少
と
高
齢

社
会
の
到
来
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場

働
き
方
改
革
関
連
法
案
が
成
立

し
、
改
革
項
目
や
指
標
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
働
き
方
改
革
は

「
経
営
の
構
造
改
革
」
と
も
い
わ
れ

ま
す
。
高
い
命
題
を
も
つ
課
題
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
対
し
て
、
改
革
の

進
捗
を
管
理
す
る
立
場
で
あ
る
管
理

者
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
だ
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
本
稿
で
は
管
理

者
に
求
め
ら
れ
る
考
え
方
と
必
要
な

ス
キ
ル
に
つ
い
て
考
察
し
ま
す
。

競
争
力
の
低
下
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
変
化
は
、
足
元
で
は

様
々
な
世
代
や
属
性
が
入
り
混
じ
る

職
場
環
境
や
複
雑
な
雇
用
形
態
と
な

っ
て
現
れ
、
会
社
と
社
員
の
関
係
も

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
会
社
へ
の
帰

属
意
識
を
一
方
的
に
求
め
る
こ
と
は

も
は
や
困
難
で
、
物
の
見
方
が
違
う

一
人
ひ
と
り
の
多
様
性
を
大
事
に

し
、
か
つ
成
果
を
上
げ
る
組
織
づ
く

り
が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

ヒ
ト
資
源
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
改
革

組
織
は
、
人
が
二
人
以
上
集
ま

り
、
特
定
の
目
的
に
向
か
っ
て
協
働

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
協
働

が
う
ま
く
い
く
た
め
に
は
、
①
目
的

の
共
有
、
②
貢
献
意
欲
、
③
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
三
要
素
が
不
可
欠

で
す
（
経
営
学
で
は
こ
れ
を
「
組
織

の
三
要
素
」
と
い
う
）。

日
本
の
こ
れ
ま
で
の
経
営
で
は
、

上
意
下
達
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
で
こ
の

三
要
素
を
管
理
し
て
き
ま
し
た
。
個

人
の
論
理
よ
り
組
織
の
論
理
を
優
先

ダイバーシティの普及、女性
のビジネス支援を専門分野と
する。日本女子大学、女子栄
養大学非常勤講師、内閣府地
域働き方改革支援チーム構成
員。中小企業診断士。著書に

『ダイバーシティ経営処方
箋』など。

株式会社 ゆいアソシエイツ 代表取締役
一般社団法人 日本ダイバーシティ・

マネジメント推進機構 専務理事
油井 文江
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押
さ
え
て
お
き
た
い

働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
の

②
管
理
職
・
リ
ー
ダ
ー
に

求
め
ら
れ
る
職
場
環
境
整
備

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

１

働
き
方
改
革
は
「
働
き
が
い
改
革
」
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日
本
で
は
、
今
年
に
な
っ
て
、
霞

が
関
に
激
震
が
走
り
ま
し
た
。
財
務

省
の
前
事
務
次
官
が
、
テ
レ
ビ
局
の

女
性
記
者
に
対
し
て
不
適
切
な
性
的

発
言
を
し
た
と
訴
え
ら
れ
、
職
を
辞

し
た
、
と
い
う
事
件
で
す
。

こ
の
財
務
省
の
事
件
が
、
日
本
の

「
#M
eToo」
運
動
へ
と
つ
な
が
る

か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

今
、
改
め
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
職
場
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
正
し
く

理
解
し
、
私
た
ち
が
安
心
し
て
働
く

こ
と
の
で
き
る
職
場
づ
く
り
に
つ
い

て
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

昨
年
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
、
セ
ク
ハ

ラ
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
激
震
が
走
っ
た

事
件
を
読
者
の
皆
さ
ん
も
記
憶
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

加
害
者
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
の

は
、
数
々
の
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
作
品
を

手
掛
け
た
米
国
の
大
物
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
で
す
。
そ
の
事
件
を
発
端
と
し

て
、
ま
た
別
の
加
害
者
も
訴
え
ら
れ
、

今
ま
で
、
被
害
に
遭
っ
て
も
泣
き
寝

入
り
し
て
い
た
女
優
や
モ
デ
ル
た
ち

が
、一
斉
に
声
を
あ
げ
ま
し
た
。そ
し

て
、
そ
の
彼
女
た
ち
の
勇
気
あ
る
行

動
は
、「
#M
eToo」運
動
と
し
て
、
世

界
中
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
と
、
セ
ク

ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
マ
タ
ハ
ラ
だ
け

で
な
く
、
モ
ラ
ハ
ラ
、
ア
ル
ハ
ラ
、

オ
ワ
ハ
ラ
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
を
耳
に
す
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。

本
稿
で
は
、
そ
の
中
で
も
私
た
ち

の
職
場
で
起
こ
り
得
る
「
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
セ
ク
ハ

ラ
）」「
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
パ
ワ
ハ
ラ
）」「
マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
（
マ
タ
ハ
ラ
）」
の
定
義

に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
ま
し
ょ

う
。

〈
セ
ク
ハ
ラ
〉

職
場
に
お
い
て
行
為
を
受
け
た

人
が
不
快
と
感
じ
る
性
的
な
言
動

具
体
的
に
は
、
食
事
や
デ
ー
ト
へ

の
執
拗
な
誘
い
、
性
的
な
冗
談
や
か

ら
か
い
、
身
体
へ
の
不
必
要
な
接
触

な
ど
で
す
。

1981年埼玉銀行（現埼玉り
そな銀行）入行。支店業務・
人事教育業務などを経験後、
フリーのジャーナリストとし
て独立。2006年より現職。
著書に、『彼女が総合職を辞
めた理由』等多数。

株式会社 カウンセリング・コール
産業カウンセラー 秋葉 ふきこ

押
さ
え
て
お
き
た
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き
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す
い
職
場
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く
り
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③
様
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ハ
ラ
ス
メ
ン
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理
解
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イ
ン
ト
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イ
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ト
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イ
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ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
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18'18/9月号_No.575解説　「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の概要

平
成
三
〇
年
六
月
一
三
日
、「
所
有
者
不
明

土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」（
以
下
、「
特
措
法
」
ま
た
は
単
に

「
法
」
と
い
う
）
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

特
措
法
制
定
の
背
景
に
は
、
近
年
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
所
有
者
不
明
土
地
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。

平
成
二
八
年
度
地
籍
調
査
で
は
、
登
記
簿

上
で
所
有
者
の
所
在
不
明
の
土
地
が
全
体
で

二
〇
・
一
％
、
住
民
票
等
で
追
跡
調
査
し
て

も
な
お
所
在
不
明
の
土
地
が
全
体
で
〇
・
四

一
％
と
な
っ
て
い
ま
す
（
次
頁
図
表
）。
長

年
活
用
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
土
地
に
つ

い
て
は
、
所
有
者
の
特
定
等
に
多
大
な
コ
ス

ト
を
要
し
、
と
り
わ
け
公
共
事
業
の
推
進
等

の
場
面
で
用
地
確
保
の
円
滑
を
妨
げ
る
一
因

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
次
の
三
点
を
構
築
す
る
た
め
、
特

措
法
の
制
定
に
至
り
ま
し
た
。

１
　
所
有
者
不
明
土
地
を
円
滑
に
利
用
す
る

仕
組
み

２
　
所
有
者
不
明
土
地
を
適
切
に
管
理
す
る

仕
組
み

３
　
所
有
者
の
探
索
を
合
理
化
す
る
仕
組
み

１
に
つ
い
て
は
公
布
か
ら
一
年
以
内
、

２
、
３
に
つ
い
て
は
公
布
か
ら
六
ヵ
月
以
内

に
施
行
さ
れ
ま
す
（
法
附
則
一
項
）。

１

所
有
者
不
明
土
地
を
円
滑
に

利
用
す
る
仕
組
み

⑴
　
土
地
使
用
権
等
の
取
得

所
有
者
不
明
土
地
（
法
二
条
一
項
。
一
般

的
に
は
「
不
動
産
登
記
簿
等
の
公
簿
情
報
等

に
よ
り
調
査
し
て
も
な
お
所
有
者
が
判
明
し

な
い
、
ま
た
は
判
明
し
て
も
連
絡
が
つ
か
な

い
土
地
」
と
定
義
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど

の
程
度
の
「
調
査
」
が
要
求
さ
れ
る
か
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
政
令
で
具
体
化
）
の
う

ち
、
現
に
建
築
物
（
物
置
等
の
簡
易
建
築
物

を
除
く
）
が
存
せ
ず
、
か
つ
業
務
の
用
そ
の

他
の
特
別
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
な
い
土
地

（
法
二
条
二
項
。
以
下
、「
特
定
所
有
者
不
明

土
地
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、「
地
域
福
利
増

進
事
業
」
を
実
施
す
る
事
業
者
は
、
当
該
土

地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

対
し
申
請
し
て
裁
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

最
大
一
〇
年
間
、
当
該
土
地
の
土
地
使
用

解
 説円

滑
化
等
に
関
す
る

」の
概
要

2007年弁護士登録。2011年
多湖・岩田・田村法律事務所
開設。現、中央大学法科大学
院講師、東京法務局筆界調査
委員。主に、不動産開発問
題、借地借家問題、建築紛
争、境界・相隣紛争等を取り
扱っており、不動産会社向け
セミナー・講演も多数行って
いる。

多湖・岩田・田村法律事務所
弁護士　多湖　章

所
有
者
不
明
土
地

所
有
者
不
明
土
地

所
有
者
不
明
土
地

所
有
者
不
明
土
地

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の

「

特
別
措
置
法

特
別
措
置
法

特
別
措
置
法

特
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